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判 例 研 究

〔
判
示
事
項
〕

　

準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
に
つ
い
て
、
権
利
行
使
者
の
指
定
及
び

会
社
へ
の
通
知
を
欠
い
た
う
え
、
準
共
有
者
間
で
議
決
権
行
使
に
関

す
る
協
議
が
行
わ
れ
ず
意
思
統
一
も
図
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
会
社

が
準
共
有
者
の
一
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
同
意
し
て
も
、
当
該
議

決
権
行
使
は
不
適
法
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

会
社
法
一
〇
六
条
、
同
八
三
一
条
一
項
一
号
、
平
成
一
七
年
改
正
前

商
法
二
〇
三
条
二
項

〔
事
　
実
〕

　

被
告
・
被
控
訴
人
は
、
特
例
有
限
会
社
で
あ
る
Ｙ
株
式
会
社
（
以

下
「
Ｙ
社
」
と
い
う
。）
で
あ
り
、
そ
の
発
行
済
株
式
総
数
三
〇
〇

〇
株
の
う
ち
、
訴
外
Ａ
が
一
〇
〇
〇
株
を
所
有
し
、
残
る
二
〇
〇
〇

株
（
以
下
「
本
件
準
共
有
株
式
」
と
い
う
。）
を
共
同
相
続
に
よ
り

訴
外
Ｂ
と
原
告
・
控
訴
人
Ｘ
が
持
分
二
分
の
一
ず
つ
の
割
合
で
準
共

有
し
て
い
る
。

　

本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
は
会
社
法
一
〇
六
条
本
文
所
定
の
権

利
行
使
者
の
指
定
及
び
通
知
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
平
成
二
二
年
一

一
月
一
一
日
開
催
に
か
か
る
Ｙ
社
臨
時
株
主
総
会
（
以
下
「
本
件
株

主
総
会
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
も
、
Ｂ
と

Ｘ
と
の
間
で
は
何
ら
協
議
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

Ｂ
は
、
Ｘ
に
無
断
で
、
訴
外
Ｃ
に
対
し
て
本
件
準
共
有
株
式
の
議
決

判
例
研
究株

式
準
共
有
者
の
一
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
会
社
が
認
容
す
る

こ
と
の
可
否

〔
商
法　

五
四
三
〕

（
東
京
高
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
八
日

平
成
二
四
年
ネ
第
五
〇
四
八
号
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
控
訴
事
件

原
判
決
取
消
・
請
求
認
容
（
上
告
・
上
告
受
理
申
立
て
）

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
九
号
二
五
六
頁

）
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権
行
使
を
委
任
す
る
旨
の
委
任
状
を
交
付
し
、
Ｃ
は
、
本
件
株
主
総

会
に
Ｂ
の
代
理
人
と
し
て
出
席
し
た
。
Ｙ
社
は
、
Ｃ
に
よ
る
議
決
権

行
使
を
容
認
し
、
Ｃ
は
、
本
件
株
主
総
会
に
お
け
る
①
取
締
役
選
任
、

②
代
表
取
締
役
選
任
、
③
本
店
所
在
地
の
移
転
と
そ
の
前
提
と
な
る

定
款
変
更
決
議
と
い
う
本
件
株
主
総
会
の
各
決
議
に
賛
成
し
、
各
決

議
は
可
決
さ
れ
た
。

　

Ｘ
が
、
本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
は
権
利
行
使
者
の
定
め
が
な

く
、
Ｂ
と
Ｘ
と
の
間
で
権
利
行
使
者
を
定
め
る
た
め
の
協
議
も
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
Ｙ
社
が
本
件
株
主
総
会
で
Ｂ
の
代
理
人
で

あ
る
Ｃ
の
議
決
権
行
使
を
認
め
た
こ
と
は
、
決
議
方
法
に
つ
き
法
令

違
反
の
瑕
疵
が
あ
る
な
ど
と
し
て
会
社
法
八
三
一
条
一
項
に
基
づ
き

本
件
株
主
総
会
の
決
議
取
消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

　

原
審
判
決
（
横
浜
地
川
崎
支
判
平
成
二
四
年
六
月
二
二
日
平
成
二

三
年
ワ
第
一
〇
三
号
〔
公
刊
物
未
登
載
〕）
は
、
準
共
有
株
式
に
係

る
権
利
行
使
者
の
指
定
に
関
し
て
、
会
社
法
一
〇
六
条
た
だ
し
書
き

に
基
づ
き
、
Ｙ
社
が
議
決
権
の
行
使
を
認
め
た
の
で
あ
り
、
違
法
は

な
い
と
し
て
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
が
こ
れ
を
不
服
と
し

て
控
訴
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

原
判
決
取
消
、
請
求
認
容

「
…
…
会
社
法
一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
を
、
会
社
側
の
同
意
さ
え
あ

れ
ば
、
準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
に
つ
い
て
、
準
共
有
者
中
の
一
名

に
よ
る
議
決
権
の
行
使
が
有
効
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
準
共
有

者
間
に
お
い
て
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
、
会
社
が
、
決
議
事
項
に
関
し
て
自
ら
に
と
っ
て
好

都
合
の
意
見
を
有
す
る
準
共
有
者
に
議
決
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
結
果
と
な
り
、
会
社
側
に
事
実
上
権
利
行
使
者
の
指

定
の
権
限
を
認
め
る
に
等
し
く
、
相
当
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
し
て
、
準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て

権
利
行
使
者
の
指
定
及
び
会
社
へ
の
通
知
を
要
件
と
し
て
定
め
た
会

社
法
一
〇
六
条
本
文
が
、
当
該
要
件
か
ら
み
れ
ば
準
共
有
状
態
に
あ

る
株
式
の
準
共
有
者
間
に
お
い
て
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
協
議
が

行
わ
れ
、
意
思
統
一
が
図
ら
れ
た
上
で
権
利
行
使
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
と
解
し
得
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
法
た
だ
し
書

き
に
つ
い
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
の

準
共
有
者
間
に
お
い
て
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
協
議
が
行
わ
れ
、

意
思
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
権
利
行
使
者
の
指
定
及

び
通
知
の
手
続
を
欠
い
て
い
て
も
、
会
社
の
同
意
を
要
件
と
し
て
、

権
利
行
使
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
、
準
共
有
者
間
に
本
件
準
共
有
株
式
の

議
決
権
行
使
に
つ
い
て
何
ら
協
議
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
意
思
統
一
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も
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
被
控
訴
人
の
同
意
が
あ
っ

て
も
、
夏
子
（
上
記
〔
事
実
〕
中
の
Ｂ
：
筆
者
注
）
が
代
理
人
に

よ
っ
て
本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
行
使
を
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
本
件
準
共
有
株
式
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
は
不
適
法
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。」

〔
研
　
究
〕

判
旨
に
賛
成

一　

本
件
判
決
は
、
準
共
有
状
態
に
あ
る
株
式
に
つ
い
て
、
会
社
法

一
〇
六
条
本
文
所
定
の
権
利
行
使
者
の
指
定
及
び
会
社
へ
の
通
知
が

な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
株
式
の
準
共
有
者
間
で
当
該
株
式
の
権

利
行
使
に
つ
き
協
議
が
な
さ
れ
ず
、
意
思
統
一
も
図
ら
れ
て
い
な
い

ま
ま
、
準
共
有
者
の
一
人
が
当
該
準
共
有
株
式
に
つ
き
議
決
権
を
行

使
し
、
そ
れ
を
会
社
が
容
認
し
た
と
し
て
も
、
会
社
法
一
〇
六
条
た

だ
し
書
き
が
適
用
さ
れ
る
前
提
を
欠
き
、
不
適
法
と
な
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。

　

株
式
の
準
共
有
（
条
文
上
は
「
共
有
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
株
式
は
所
有
権
と
は
異

な
る
権
利
で
あ
る
た
め
民
法
上
の
用
語
に
従
え
ば
本
件
判
決
の
と
お

り
「
準
共
有
」
と
な
る
。）
は
、
複
数
の
者
が
合
意
に
基
づ
き
株
式

を
所
有
す
る
場
合
の
他
、
組
合
が
株
式
を
所
有
す
る
場
合
な
ど
で
も

生
じ
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
多
く
な
い
う

え
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
事
前
に
取
り
決
め
が
あ
る
の
が
通
常
で

あ
り
、
株
式
の
権
利
行
使
者
や
権
利
行
使
方
法
等
に
つ
い
て
の
紛
争

は
生
じ
に
く
い
。
紛
争
が
生
じ
や
す
い
の
は
、
企
業
の
発
行
済
株
式

の
全
部
ま
た
は
大
部
分
を
握
る
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
が
亡
く
な
り
相
続

が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
大
企
業
に
つ
い
て
も

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
際
に
生
じ
た
事
例
の
多
く
は
、
企
業

数
で
は
多
数
を
占
め
る
法
人
成
り
し
た
閉
鎖
的
小
規
模
企
業
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
家
督
相
続
（
長
子
相
続
・
一
子
相

続
）
に
よ
り
事
業
を
相
続
人
の
う
ち
の
一
人
が
相
続
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
よ
り
均
分
相
続
制
・

共
同
相
続
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
紛
争
を
惹
起
す
る
一
因
で
あ
る

（
田
中
誠
二
『
三
全
訂
会
社
法
詳
論
（
上
巻
）』（
勁
草
書
房
・
一
九

九
三
年
）
三
〇
六
頁
）。
遺
言
に
よ
り
事
業
の
経
営
権
を
誰
に
譲
る

の
か
、
つ
ま
り
、
自
分
が
経
営
す
る
会
社
の
株
式
を
誰
に
譲
る
の
か

が
指
定
さ
れ
て
あ
れ
ば
相
続
争
い
の
解
決
の
一
助
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
（
田
中
亘
「
相
続
は
争
い
の
始
ま
り
」
法
学
教
室
三
三
八
号
六
三

頁
）。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
遺
言
を
す
る
習
慣
自
体
が
根
付
い
て

い
な
い
う
え
、
経
営
者
が
ま
だ
若
く
後
継
者
の
指
定
な
ど
念
頭
に
な

い
と
か
、
後
継
者
と
し
て
誰
が
最
適
か
考
慮
中
で
あ
っ
た
と
い
う
よ

う
な
状
況
下
で
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
遺
言
に
よ
る
解
決
は
期
待
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で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
経
営
者
が
亡
く
な
る
と
、
相
続
人
間
で
会

社
の
支
配
・
経
営
権
を
巡
る
紛
争
が
生
じ
や
す
く
、
し
か
も
親
族
間

で
の
骨
肉
の
争
い
と
い
う
、
い
っ
た
ん
発
生
す
る
と
感
情
の
も
つ
れ

か
ら
協
議
さ
え
ま
ま
な
ら
ず
解
決
が
困
難
な
状
況
に
陥
る
こ
と
が
稀

で
は
な
か
っ
た
。

二　

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
商
法
に
お
い
て
は
、
株
式
の
準
共

有
が
認
め
ら
れ
る
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）

年
商
法
で
は
、
一
四
六
条
一
項
に
「
株
式
カ
数
人
ノ
共
有
ニ
属
ス
ル

ト
キ
ハ
共
有
者
ハ
株
主
ノ
権
利
ヲ
行
フ
ヘ
キ
者
一
人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
」
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
株
式
の
準
共

有
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
株
式
が
準
共
有
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
株
式
の
準
共
有
者
間
で
権
利
行
使
者
を
一
本
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
権
利
の
行
使
が
錯
綜
し
な
い
よ
う
に
し
、
準
共
有
が

認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
端
を
発
す
る
不
都
合
を
回
避
す
る
便
宜
な
規

定
と
さ
れ
て
い
る
（
東
京
博
文
館
蔵
版
『
商
法
修
正
案
理
由
書
』

（
一
八
九
八
年
）
一
二
九
頁
以
下
）。
当
時
は
株
式
が
現
在
ほ
ど
細
分

化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
株
当
た
り
の
価
額
も
高
か
っ
た
た
め
、
複
数

の
者
で
株
式
を
準
共
有
す
る
状
況
が
生
ま
れ
や
す
か
っ
た
反
面
、
一

株
を
準
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
株
式
の
最
低
単
位
規
制
の
脱
法

的
性
格
を
有
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
準
共
有
株
主
の
責
任
で

権
利
行
使
者
を
指
定
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
も
合
理
的
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
（
山
下
友
信
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
３
株
式

⑴
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
三
年
）
三
九
頁
〔
上
村
達
男
〕）。

　

明
治
三
二
年
商
法
一
四
六
条
一
項
は
、
昭
和
一
三
年
商
法
改
正
に

よ
り
、
二
〇
三
条
一
項
へ
と
条
数
が
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
二

五
年
商
法
改
正
に
よ
り
、
二
〇
三
条
二
項
へ
と
項
数
が
繰
り
下
げ
ら

れ
た
。
な
お
、
同
項
は
、
有
限
会
社
法
二
二
条
に
よ
り
有
限
会
社
の

持
分
が
準
共
有
状
態
に
あ
る
場
合
に
関
し
て
も
準
用
さ
れ
て
い
た
。

三　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
（
以
下
「
改
正
前
商
法
」
と
い
う
。）

二
〇
三
条
二
項
に
関
し
、
準
共
有
者
間
に
お
け
る
権
利
行
使
者
の
指

定
方
法
を
巡
っ
て
は
学
説
・
判
例
が
対
立
し
て
い
た
。
①
「
全
員
一

致
説
」
は
、
権
利
行
使
者
の
指
定
は
広
範
・
重
要
な
権
限
を
包
括
的

に
委
託
す
る
財
産
管
理
委
託
行
為
で
あ
り
、
民
法
二
五
一
条
の
共
有

物
の
処
分
行
為
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
主
た
る
紛
争

事
例
で
あ
る
中
小
企
業
の
支
配
株
式
の
共
同
相
続
の
場
合
、
権
利
行

使
者
の
決
定
は
経
営
承
継
者
の
決
定
を
意
味
し
、
単
な
る
共
有
物
の

管
理
行
為
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
準
共
有
者
の
全
員
一

致
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
（
田
中
誠
二
・
前
掲
三
〇
四
頁
以
下
、
大

野
正
道
「
株
式
・
持
分
の
相
続
準
共
有
と
権
利
行
使
者
の
法
的
地

位
」『
八
十
年
代
商
事
法
の
諸
相
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
六
年
）
二
三

三
頁
以
下
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
・
有
限
会
社
法
第
四
版
』

（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
一
一
三
頁
注
（
３
）、
久
留
島
隆
「
会
社
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持
分
の
共
同
相
続
と
権
利
行
使
者
の
選
任
・
解
任
」
法
学
研
究
四
七

巻
三
号
六
四
頁
、
西
島
梅
治
〔
判
批
〕
判
例
評
論
一
五
二
号
四
一
頁

他
）。
②
「
株
式
・
持
分
価
格
多
数
決
説
」
は
、
権
利
行
使
者
を
指

定
し
な
け
れ
ば
、
株
主
と
し
て
の
権
利
行
使
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

権
利
者
を
指
定
す
る
行
為
自
体
は
全
準
共
有
者
に
と
っ
て
利
益
に
な

る
と
し
て
、
権
利
行
使
者
の
指
定
は
民
法
二
五
二
条
の
共
有
物
の
管

理
行
為
に
当
た
り
、
株
式
・
持
分
価
格
に
よ
る
多
数
決
で
可
能
で
あ

る
と
す
る
（
上
柳
克
郎
＝
鴻
常
夫
＝
竹
内
昭
夫
編
代
『
新
版
注
釈
会

社
法
⑶
株
式
⑴
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
六
年
）
五
〇
頁
〔
米
津
昭
子
〕、

青
竹
正
一
「
株
式
・
有
限
会
社
持
分
の
共
同
相
続
と
社
員
権
の
行
使

⑶
」
判
例
評
論
四
九
三
号
四
頁
、
永
井
和
之
「
商
法
二
〇
三
条
二
項

の
意
義
」
戸
田
修
三
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業
法
学
の
課
題
と
展

開
』（
文
眞
堂
・
一
九
九
八
年
）
二
一
二
頁
、
河
内
隆
史
〔
判
批
〕

金
融
・
商
事
判
例
一
一
〇
一
号
六
五
頁
他
）。
最
判
平
成
九
年
一
月

二
八
日
（
判
例
時
報
一
五
九
九
号
一
三
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
三

六
号
二
一
二
頁
）
及
び
最
判
平
成
一
一
年
一
二
月
一
四
日
（
判
例
時

報
一
六
九
九
号
一
五
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
二
四
号
一
六
三
頁
。

以
下
「
平
成
一
一
年
最
判
」
と
い
う
。）
も
株
式
・
持
分
価
格
多
数

決
に
よ
っ
て
い
る
。
③
そ
し
て
、「
折
衷
説
」
は
、
配
当
受
領
権
の

よ
う
に
権
利
行
使
者
に
裁
量
権
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
は
株
式
・
持

分
価
格
多
数
決
に
よ
れ
ば
足
り
、
準
共
有
株
式
譲
渡
の
決
定
権
の
よ

う
に
権
利
行
使
者
に
裁
量
権
が
与
え
ら
れ
る
場
合
は
全
員
一
致
に
よ

る
必
要
が
あ
る
と
す
る
（
田
中
啓
一
〔
判
批
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
四

号
一
〇
九
頁
以
下
）。

　

準
共
有
者
側
か
ら
権
利
行
使
者
の
指
定
・
届
出
が
な
い
場
合
に
つ

い
て
、
学
説
上
は
、
改
正
前
商
法
二
〇
三
条
二
項
が
準
共
有
状
態
に

あ
る
株
式
に
つ
い
て
権
利
行
使
者
の
指
定
を
求
め
て
い
る
の
は
、
会

社
の
事
務
処
理
の
便
宜
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
準
共
有
者
全
員
に
よ

る
共
同
の
権
利
行
使
を
会
社
側
か
ら
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
い
た
（
大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
『
会
社
法
論
上
巻
〔
第
三

版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
九
一
年
）
三
三
四
頁
、
上
柳
他
・
前
掲
五
二

頁
〔
米
津
〕）。
平
成
一
一
年
最
判
も
、
準
共
有
者
に
よ
る
議
決
権
行

使
に
は
、
改
正
前
商
法
二
〇
三
条
二
項
に
従
い
、
権
利
行
使
者
を
指

定
の
う
え
会
社
へ
通
知
し
、
当
該
権
利
行
使
者
に
お
い
て
議
決
権
を

行
使
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
権
利
行
使
者
の
指
定
・
通
知
を
欠

く
と
き
に
は
、
準
共
有
者
全
員
が
議
決
権
を
共
同
し
て
行
使
す
る
場

合
を
除
き
、
会
社
の
側
か
ら
議
決
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
と
判
示
し
た
。

　

た
だ
し
、
準
共
有
株
式
の
権
利
行
使
者
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
的
に
各
準
共
有
者
に
よ
る
権
利
行
使
を
認
め

た
判
例
が
存
在
す
る
。
最
判
平
成
二
年
一
二
月
四
日
（
最
高
裁
判
所

民
事
判
例
集
四
四
巻
九
号
一
一
六
五
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
六
一
号
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一
五
四
頁
、
判
例
時
報
一
三
八
九
号
一
四
〇
頁
）
及
び
最
判
平
成
三

年
二
月
一
九
日
（
最
高
裁
判
所
裁
判
集
民
事
編
一
九
五
号
七
一
五
頁
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
七
六
一
号
一
五
五
頁
、
判
例
時
報
一
三
八
九
号
一
四

〇
頁
）
は
、
発
行
済
株
式
総
数
に
占
め
る
準
共
有
株
式
の
割
合
が
高

い
場
合
に
、
当
該
準
共
有
株
式
に
つ
き
議
決
権
が
行
使
さ
れ
総
会
決

議
が
成
立
し
た
こ
と
を
前
提
に
会
社
が
運
営
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

各
準
共
有
者
に
は
当
該
総
会
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
訟
に
関
し
て
特

段
の
事
情
が
存
在
し
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
東
京
高
決
平
成
一
三
年
九
月
三
日
（
金
融
・
商
事
判
例
一
一
三

六
号
二
二
頁
）
は
、
株
式
を
共
同
相
続
し
た
場
合
に
、
そ
の
法
定
相

続
分
が
過
半
数
を
超
え
る
（
四
分
の
三
）
準
共
有
者
は
、
共
有
物
の

管
理
に
関
す
る
事
項
に
当
た
る
会
計
帳
簿
等
の
閲
覧
謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

四　

改
正
前
商
法
二
〇
三
条
二
項
を
継
受
し
た
の
が
、
現
行
会
社
法

一
〇
六
条
（
以
下
「
一
〇
六
条
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
そ
の
本
文

に
は
、
株
式
が
準
共
有
の
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
権
利
行
使
者
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
従
前
の
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
会

社
に
対
し
て
権
利
行
使
者
の
氏
名
・
名
称
を
通
知
し
な
け
れ
ば
、
当

該
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
行
使
が
で
き
な
い
旨
の
文
言
が
付
加
さ
れ

た
。
経
営
者
自
身
も
株
式
の
準
共
有
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
株
式

の
準
共
有
者
が
経
営
者
に
と
り
身
近
な
者
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
会
社
で
な
け
れ
ば
、
株
式
の
準
共
有
者
間
で
当
該
準
共
有
株
式

の
権
利
行
使
者
に
つ
き
合
意
し
た
と
し
て
も
、
会
社
側
と
し
て
は
そ

れ
を
知
り
得
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
、
こ
の
文
言
の
追
加
は
当
然
と

考
え
ら
れ
て
い
た
事
項
を
明
確
に
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
と

な
る
の
は
、
法
制
審
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
案
化
の
時
点
で
突
然
付
加
さ
れ
た
「
た
だ
し
、
株
式
会
社
が
当
該

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。」
と
い
う
た
だ
し
書
き
部
分
で
あ
る
。
本
件
は
、
ま
さ
に
こ
の

た
だ
し
書
き
の
趣
旨
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
の
文
言
は
、
準
共
有
者
間

で
協
議
が
整
い
権
利
行
使
者
を
定
め
た
も
の
の
、
そ
の
者
の
氏
名
・

名
称
を
会
社
側
に
通
知
し
て
い
な
い
場
合
は
お
ろ
か
、
準
共
有
者
間

で
協
議
が
整
わ
ず
権
利
行
使
者
を
定
め
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

会
社
側
が
同
意
さ
え
す
れ
ば
、
特
定
の
準
共
有
者
を
準
共
有
状
態
に

あ
る
株
式
の
権
利
行
使
者
と
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に

読
め
る
舌
足
ら
ず
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

権
利
行
使
者
の
通
知
が
な
い
場
合
に
は
、
あ
る
準
共
有
者
を
権
利
行

使
者
と
し
て
扱
う
か
否
か
に
つ
い
て
は
会
社
側
に
裁
量
の
余
地
が
あ

る
よ
う
に
も
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
の
趣
旨
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、

学
説
は
以
下
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
方
は
、
一
〇
六
条
た
だ
し
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書
き
は
、
平
成
一
一
年
最
判
の
考
え
方
を
変
更
・
否
定
し
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
説
（
以
下
「
変
更
説
」
と
い
う
。）
で
あ
り
、
他
方
は
、

一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
は
平
成
一
一
年
最
判
の
考
え
方
を
実
定
法

化
・
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
（
以
下
「
確
認
説
」
と
い

う
。）
で
あ
る
。

　

①
「
変
更
説
」　　

一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
は
、
平
成
一
一
年
最

判
に
よ
れ
ば
準
共
有
者
全
員
が
議
決
権
を
共
同
行
使
す
る
場
合
を
除

き
、
権
利
行
使
者
と
し
て
指
定
・
通
知
さ
れ
て
い
な
い
準
共
有
者
に

よ
る
議
決
権
行
使
を
会
社
側
か
ら
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
変
更
、
あ
る
い
は
、
否
定
し
、
会
社
側
か
ら
議
決
権

行
使
を
認
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
説
で
あ

る
（
江
頭
憲
治
郎
＝
中
村
直
人
編
著
『
論
点
体
系
会
社
法
１
総
則
、

株
式
会
社
Ⅰ
』（
第
一
法
規
・
二
〇
一
二
年
）
二
六
八
頁
〔
江
頭
憲

治
郎
〕、
酒
巻
俊
雄
＝
龍
田
節
編
代
『
逐
条
解
説
会
社
法
第
二
巻
株

式
・
１
』（
中
央
経
済
社
・
二
〇
〇
八
年
）
四
二
頁
〔
森
淳
二
朗
〕）。

ま
た
、
会
社
法
の
立
案
担
当
者
は
、
そ
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、

「
…
…
一
〇
六
条
本
文
の
規
定
は
、
共
有
株
主
が
権
利
行
使
者
を
通

知
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
株
主
と
し
て
扱
え
ば
免
責
さ
れ
る
こ

と
と
す
る
、
株
式
会
社
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
こ

と
か
ら
、
同
条
た
だ
し
書
き
を
新
設
し
、
そ
の
通
知
が
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
株
式
会
社
が
自
ら
の
リ
ス
ク
に
お
い
て
共
有
者
の
一
人

に
権
利
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。」
と
説

明
し
て
い
る
（
相
澤
哲
＝
葉
玉
匡
美
＝
郡
谷
大
輔
編
著
『
論
点
解
説

新
・
会
社
法
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
）
四
九
二
頁
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
は
、
会
社
側
は
権
利
行
使
者
と
し
て
指

定
・
通
知
さ
れ
た
者
以
外
の
準
共
有
者
に
無
条
件
で
権
利
行
使
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
断
言
し
て
お
ら
ず
、
準
共
有
者
間
で
の
協

議
内
容
等
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
も
の
も
あ
る
（
相
澤
他
・
前
掲
四
九
三
頁
、
酒
巻
他
・
前
掲
四

二
頁
〔
森
〕）
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
準
共

有
者
間
で
話
し
合
い
や
共
通
の
意
思
形
成
が
可
能
な
平
穏
な
状
況
下

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
会
社
の
支
配
関
係

に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
社
は
準
共

有
者
の
一
人
が
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
得
な
い
と
い
う
指

摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
酒
巻
他
・
前
掲
四
二
頁
〔
森
〕）。

　

変
更
説
は
、
権
利
行
使
者
と
し
て
指
定
・
通
知
が
あ
っ
た
準
共
有

者
以
外
の
準
共
有
者
に
会
社
が
権
利
行
使
を
認
め
た
結
果
、
他
の
準

共
有
者
に
生
じ
た
損
害
は
会
社
に
よ
る
損
害
賠
償
で
処
理
す
る
こ
と

で
足
り
る
と
解
す
る
（
相
澤
他
・
前
掲
四
九
二
頁
、
江
頭
他
・
前
掲

二
六
八
頁
〔
江
頭
〕、
酒
巻
他
・
前
掲
四
二
頁
〔
森
〕）。
ま
た
、
会

社
側
が
共
有
者
間
の
協
議
内
容
等
の
確
認
を
怠
っ
て
、
そ
れ
と
異
な

る
議
決
権
行
使
を
認
め
た
と
し
て
も
、
議
決
権
行
使
自
体
に
瑕
疵
が
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な
い
の
で
、
株
主
総
会
決
議
取
消
事
由
に
も
該
当
し
な
い
と
解
す
る

も
の
も
あ
る
（
相
澤
他
・
前
掲
四
九
三
頁
、
酒
巻
他
・
前
掲
四
二
頁

〔
森
〕）。

　

②
「
確
認
説
」　　

一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
を
、
準
共
有
株
式
に

つ
い
て
権
利
行
使
者
の
指
定
を
要
求
す
る
の
は
会
社
の
事
務
処
理
の

便
宜
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
指
定
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
会

社
側
は
準
共
有
者
全
員
に
よ
っ
て
権
利
を
共
同
行
使
す
る
と
き
は
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、
改
正
前
商

法
二
〇
三
条
二
号
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
趣
旨
を
確
認
し
た
規
定

と
解
す
る
説
で
あ
る
（
大
野
正
道
「
非
公
開
会
社
と
準
組
合
法
理
」

黒
沼
悦
郎
＝
藤
田
友
敬
編
江
頭
憲
治
郎
先
生
還
暦
記
念
『
企
業
法
の

理
論
（
上
巻
）』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
七
年
）
六
三
頁
以
下
、
奥
島

孝
康
＝
落
合
誠
一
＝
浜
田
道
代
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会

社
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
〇
年
）
一
八
九
頁
〔
鳥
山
恭

一
〕）。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
共
有
者
全
員
に
よ
る
議
決
権
の
共
同
行

使
を
除
き
、
会
社
側
か
ら
議
決
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
平
成
一
一
年
最
判
が
示
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
を
否
定
し
た
も
の
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
言
と

な
っ
て
い
る
一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
の
追
加
自
体
に
疑
念
を
呈
す
る

も
の
も
あ
る
（
山
下
・
前
掲
三
八
頁
〔
上
村
〕、
奥
島
他
・
前
掲
一

八
九
頁
〔
鳥
山
〕）。

   

権
利
行
使
者
と
し
て
の
指
定
・
通
知
が
な
い
準
共
有
者
中
の
一
人

に
対
し
て
会
社
側
が
準
共
有
株
式
に
係
る
権
利
行
使
を
認
め
た
場
合

に
、
そ
の
権
利
行
使
内
容
が
実
際
の
準
共
有
者
間
の
協
議
内
容
と
異

な
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
当
該
株
主
総
会
決
議
に
は
取
消
事
由
が
存

す
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
（
奥
島
他
・
前
掲
一
八
九
頁
〔
鳥
山
〕）。

五　

本
件
で
は
、
Ｙ
社
の
発
行
済
株
式
総
数
三
〇
〇
〇
株
の
う
ち
、

そ
の
三
分
の
二
に
当
た
る
二
〇
〇
〇
株
が
Ｂ
と
Ｘ
の
二
名
に
よ
り
準

共
有
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
準
共
有
者
の
一
方
で
あ
る
Ｂ
が

も
う
一
方
の
Ｘ
に
無
断
で
本
件
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
代
理

行
使
を
Ｃ
に
委
任
し
、
Ｙ
社
が
代
理
人
Ｃ
に
よ
る
Ｂ
の
議
決
権
行
使

を
容
認
し
た
た
め
、
そ
の
賛
成
に
よ
り
取
締
役
・
代
表
取
締
役
の
選

任
及
び
本
店
所
在
地
の
移
転
等
の
Ｙ
社
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
に
係

る
各
決
議
が
可
決
さ
れ
て
い
る
。

　

原
審
判
決
は
、
形
式
的
に
一
〇
六
条
た
だ
し
書
き
を
適
用
し
、
準

共
有
株
式
に
係
る
権
利
行
使
者
の
指
定
に
関
し
て
、
Ｙ
社
が
議
決
権

行
使
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
で
は
な
い
と
し
て
Ｘ
に
よ

る
本
件
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
変
更
説
的
な

考
え
に
立
つ
よ
う
で
あ
る
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
変
更
説
も
そ
の
前

提
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
権
利
行
使
者
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
準
共
有
者
間
で
の
協
議
内
容
を
確
認
し
た
う
え
で
、
会
社

側
は
準
共
有
者
の
一
人
が
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
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で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
Ｂ
と
Ｘ
と
の
間
で
本
件
準

共
有
株
式
の
議
決
権
行
使
に
つ
き
何
ら
協
議
が
行
わ
れ
ず
、
意
思
統

一
も
図
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
社
が
Ｂ
の

議
決
権
行
使
を
認
め
る
た
め
の
前
提
要
件
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
原
審
は
Ｙ
社
が
Ｂ
を
権
利
行
使
者
と
し
て
取
り

扱
っ
た
こ
と
を
認
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
裁
判
資
料
を
閲

覧
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

①
Ｙ
社
は
Ａ
の
夫
（
以
下
「
Ｄ
」
と
い
う
。）
が
二
〇
〇
〇
株
を
所

有
し
、
Ａ
が
残
り
一
〇
〇
〇
株
を
所
有
す
る
会
社
で
あ
り
、
商
店
を

営
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
Ｄ
が
死
亡
し
、
Ａ
や
Ａ
・
Ｄ
間
の
子
供
ら
が

相
続
を
放
棄
し
た
た
め
、
Ｄ
の
妹
で
あ
る
Ｂ
及
び
Ｘ
が
Ｄ
所
有
の
Ｙ

社
株
式
を
相
続
し
た
。
②
Ｂ
が
本
件
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
代

理
行
使
を
委
任
し
た
Ｃ
は
、
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｘ
の
実
兄
で
あ
る
。
③
本
件

株
主
総
会
で
は
、
Ａ
も
各
決
議
に
賛
成
し
た
。
④
Ｙ
社
の
現
代
表
取

締
役
は
Ｃ
の
義
兄
で
あ
り
、
そ
の
他
の
取
締
役
は
Ａ
一
名
だ
け
で
あ

る
。

　

原
審
は
、
Ｂ
・
Ｘ
間
で
は
協
議
に
よ
る
権
利
行
使
者
の
指
定
が
期

待
し
難
い
こ
と
や
、
Ｂ
の
本
件
準
共
有
株
式
に
係
る
持
分
と
Ａ
の
所

有
株
式
を
合
算
す
れ
ば
、
実
質
的
に
は
Ｙ
社
の
発
行
済
株
式
総
数
の

三
分
の
二
に
相
当
す
る
株
式
を
有
す
る
株
主
が
賛
成
し
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
に
よ
る
議
決
権
行
使
及
び
本
件
株
主
総
会
決
議

の
効
力
を
是
認
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
件
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
意
見
が
一
致
し
て
お
り
、
多
数

派
の
意
見
が
本
件
株
主
総
会
決
議
に
反
映
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る

も
の
の
、
も
し
Ａ
と
Ｂ
と
の
意
見
が
反
す
る
場
合
に
、
持
分
の
比
率

が
二
分
の
一
し
か
な
い
Ｂ
に
準
共
有
株
式
二
〇
〇
〇
株
す
べ
て
に
係

る
権
利
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
Ｙ
社
の
発

行
済
株
式
総
数
三
〇
〇
〇
株
の
う
ち
、
一
〇
〇
〇
株
分
、
す
な
わ
ち

三
分
の
一
分
し
か
株
式
持
分
を
有
し
な
い
Ｂ
が
単
独
で
、
株
主
総
会

の
普
通
決
議
事
項
は
お
ろ
か
、
特
別
決
議
事
項
ま
で
決
定
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
株
式
分
布
状
況
の
も
と
で
は
、
経
営
者

と
通
じ
て
準
共
有
者
の
一
方
が
会
社
か
ら
準
共
有
株
式
の
権
利
行
使

者
と
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
の

権
利
侵
害
を
通
り
越
し
て
、
少
数
派
が
支
配
権
を
握
る
な
ど
、
他
の

株
主
の
権
利
侵
害
も
可
能
と
な
り
弊
害
が
大
き
い
。
会
社
が
準
共
有

者
の
一
方
に
権
利
行
使
を
認
め
た
と
こ
ろ
、
他
方
の
準
共
有
者
が
損

害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
も
、
本
件
の
よ
う
に
取
締
役
選
任
に
関
す
る
議
決
権
、
こ
れ
は

会
社
の
支
配
権
の
帰
趨
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
あ
る
準

共
有
者
か
ら
奪
う
こ
と
も
損
害
賠
償
を
覚
悟
す
れ
ば
な
し
得
る
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
準
共
有
株
式
の
権
利
行
使
者
の
取
扱
い
に
つ
き
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恣
意
的
な
取
扱
い
を
助
長
す
る
お
そ
れ
も
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
排

斥
さ
れ
た
側
の
準
共
有
者
の
被
る
損
害
は
継
続
的
な
、
し
か
も
時
間

が
経
過
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
損
害
の
算
定
と
回
復
が
困
難
な
も
の
と
な

る
お
そ
れ
も
あ
り
、
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
で
十
分
な
も
の
と
い
え

る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
原
審
の
考
え
方
は
状
況
に
よ
り

不
当
な
結
果
を
惹
起
し
か
ね
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

　

な
お
、
確
認
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
は
、
準
共
有
状
態
に

あ
る
株
式
に
つ
き
権
利
行
使
者
の
指
定
・
通
知
を
欠
い
た
う
え
、
共

同
相
続
人
で
あ
る
株
式
の
準
共
有
者
全
員
に
よ
っ
て
議
決
権
を
共
同

で
行
使
し
た
の
で
は
な
い
た
め
、
会
社
側
が
準
共
有
者
の
一
人
に
議

決
権
の
行
使
を
認
め
た
と
し
て
も
こ
の
者
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
法

令
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
本
件
株
主
総
会
決
議
は
会
社
法
八
三

一
条
一
項
に
基
づ
き
取
り
消
し
得
る
も
の
と
な
る
。

　

準
共
有
株
式
に
係
る
権
利
行
使
者
の
指
定
・
通
知
と
準
共
有
者
の

一
部
に
よ
る
権
利
行
使
に
関
す
る
、
会
社
法
施
行
後
の
最
高
裁
判
例

は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
件
判
決
は
、
相
続
に
よ
り

株
式
が
準
共
有
の
状
態
と
な
り
、
遺
産
分
割
終
了
ま
で
の
間
の
み
僅

差
で
過
半
数
の
株
式
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
奇
貨
と
し
、
会

社
経
営
を
混
乱
に
陥
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
実
質
的
に
は
全
く
協
議

を
し
て
い
な
い
ま
ま
行
わ
れ
た
権
利
行
使
者
の
指
定
と
議
決
権
行
使

を
、
効
力
が
な
い
か
、
あ
る
い
は
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
し
て
認
め

な
か
っ
た
、
大
阪
高
判
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
（
判
例
時
報
二

〇
三
七
号
一
三
七
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
三
四
五
号
三
八
頁
）
と

も
理
論
的
に
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
（
弥
永
真
生
「
準
共
有
株
式
に

係
る
議
決
権
行
使
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
〇
号
三
頁
）。

　

以
上
の
通
り
、
判
例
・
学
説
に
反
す
る
原
審
判
決
を
取
り
消
し
、

本
件
株
主
総
会
の
各
決
議
の
取
消
し
を
認
め
た
本
件
判
決
の
考
え
方

は
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
つ
い
て
既
に
公
表
さ

れ
て
い
る
判
例
評
釈
（
鳥
山
恭
一
「
権
利
行
使
者
の
指
定
が
な
い
共

有
株
式
の
会
社
の
同
意
に
よ
る
権
利
行
使
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
〇
五

号
一
一
一
頁
、
弥
永
・
前
掲
三
頁
、
中
村
信
男
「
権
利
行
使
者
の
指

定
を
欠
く
共
有
株
主
の
一
人
の
議
決
権
行
使
を
会
社
が
認
め
る
こ
と

の
可
否
」
Ｍ
ｏ
ｎ
ｔ
ｈ
ｌ
ｙ 

Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
五
八
号
一
六
頁
）
も
、

本
件
判
旨
に
肯
定
的
で
あ
る
。

六　

本
件
判
決
が
確
定
し
、
本
件
株
主
総
会
決
議
が
取
り
消
さ
れ
れ

ば
、
同
じ
持
分
比
率
を
有
す
る
準
共
有
者
Ｘ
を
無
視
し
た
他
方
の
準

共
有
株
主
Ｂ
の
権
利
行
使
に
基
づ
き
経
営
者
が
選
任
さ
れ
る
な
ど
と

い
っ
た
当
面
の
問
題
は
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
本

件
準
共
有
株
式
に
関
し
て
は
、
Ｂ
と
Ｘ
の
持
分
比
率
が
そ
れ
ぞ
れ
二

分
の
一
で
あ
る
た
め
、
両
者
が
半
目
し
て
い
る
限
り
、
全
員
一
致
と

な
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
か
が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
も
な
く
、
全
員

一
致
説
、
持
分
多
数
決
説
ま
た
は
折
衷
説
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
権
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利
行
使
者
の
指
定
は
で
き
な
い
。
結
果
と
し
て
、
発
行
済
株
式
総
数

の
三
分
の
二
を
占
め
る
本
件
準
共
有
株
式
に
つ
い
て
は
権
利
を
行
使

で
き
る
者
が
い
な
い
い
び
つ
な
状
況
が
続
く
。
こ
の
膠
着
状
況
が
逆

に
遺
産
分
割
全
体
の
決
着
を
促
す
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
意
思
決
定
の
空
白
期
間
あ
る
い

は
準
共
有
者
の
意
思
に
沿
わ
な
い
決
定
の
継
続
と
い
っ
た
時
間
の
ロ

ス
に
起
因
し
て
会
社
と
そ
の
株
主
だ
け
で
な
く
、
当
該
会
社
の
従
業

員
や
取
引
先
と
い
っ
た
関
係
者
の
被
る
不
利
益
も
大
き
く
な
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
一
株
の
経
済
的
価
値
が
大
き
く
、
株
式
の
発
行
数
も
さ

ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
時
代
に
導
入
さ
れ
た
、
準
共
有
状
態
に
あ
る
株

式
の
権
利
行
使
者
の
指
定
に
関
す
る
規
定
は
、
細
分
化
さ
れ
た
多
数

の
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
る
現
状
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
一
〇
六
条
た

だ
し
書
き
は
、
会
社
の
事
務
処
理
の
便
宜
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多
数
の
株
主
が
散
在
し
て
お
り
、
会
社
側

が
個
々
の
株
主
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
公
開
大
企
業
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
企
業
で
は
、
準
共
有
状

況
に
あ
る
株
式
や
そ
の
準
共
有
者
の
数
も
全
体
か
ら
み
れ
ば
一
握
り

で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
該
準
共
有
株
式
に
係
る
権

利
を
誰
に
行
使
さ
せ
る
か
と
い
う
判
断
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

あ
る
い
は
、
準
共
有
株
式
に
係
る
権
利
が
行
使
で
き
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
株
主
総
会
決
議
な
ど
に
お
い
て
は
他
の
多
数
の
株
主
が
参
加

す
る
協
議
・
多
数
決
に
よ
り
妥
当
な
結
論
が
導
き
出
せ
る
可
能
性
が

高
く
、
会
社
の
経
営
・
存
続
に
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
経
営
者
・
株
主
が
少
数
の
身
内
だ
け
で
構
成
さ

れ
て
い
る
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
場
合
、
そ
も
そ
も
何
を
も
っ
て
会
社

の
事
務
処
理
の
便
宜
と
い
う
の
か
さ
え
不
明
で
あ
る
。
誰
が
何
株
相

当
の
持
分
を
有
す
る
か
を
経
営
者
・
株
主
が
相
互
に
知
悉
し
て
い
る

場
合
に
、
一
株
相
当
以
上
の
持
分
を
有
す
る
準
共
有
株
主
に
は
、
少

な
く
と
も
一
株
の
整
数
倍
に
当
た
る
部
分
に
つ
い
て
、
一
〇
六
条
た

だ
し
書
き
に
よ
ら
ず
に
、
持
株
相
当
分
の
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
た

方
が
、
準
共
有
者
を
含
め
た
全
株
主
の
意
思
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映

で
き
合
理
的
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
相
続
株
式

は
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
的
に
各
相
続
人
に
帰
属
す
る
と
解
す
る
説

（
出
口
正
義
「
株
式
の
共
同
相
続
と
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
適
用
に

関
す
る
一
考
察
」
筑
波
法
政
一
二
号
七
四
頁
）、
各
準
共
有
者
は
、

会
社
の
同
意
を
得
れ
ば
単
独
で
自
己
の
準
共
有
持
分
に
対
応
す
る
個

数
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
説
（
田
中
亘
・

前
掲
六
一
頁
注
三
五
）、
管
理
行
為
に
該
当
す
る
事
項
に
つ
い
て
各

準
共
有
者
は
そ
の
持
分
額
に
応
じ
て
個
別
に
議
決
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
解
す
る
説
（
山
田
泰
彦
「
株
式
の
共
同
相
続
と
相
続

株
主
の
株
主
権
」
早
稲
田
法
学
六
九
巻
四
号
一
九
六
頁
、
鳥
山
恭
一
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〔
判
批
〕
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
五
号
一
〇
七
頁
）、
そ
し
て
立
法
論
と

し
て
、
準
共
有
者
が
相
続
を
証
明
し
得
た
場
合
に
は
、
会
社
は
そ
の

者
を
そ
の
相
続
分
に
つ
い
て
は
株
主
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

の
よ
う
に
扱
え
ば
免
責
さ
れ
る
と
い
う
旨
の
規
定
の
新
設
を
提
唱
す

る
説
（
山
下
・
前
掲
一
〇
六
頁
以
下
〔
上
村
〕）
な
ど
が
参
考
と
な

る
。

　

な
お
、
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
平
成
二
四
年
民
法

改
正
に
よ
っ
て
嫡
出
か
そ
う
で
な
い
か
を
問
わ
ず
子
の
法
定
相
続
分

は
同
一
と
な
っ
た
た
め
、
配
偶
者
と
子
供
一
人
が
相
続
人
で
あ
る
と

か
、
子
供
二
人
だ
け
が
相
続
人
で
あ
り
、
共
同
相
続
の
結
果
、
本
件

の
よ
う
に
各
相
続
人
の
株
式
の
準
共
有
持
分
が
二
分
の
一
ず
つ
と
な

る
事
態
が
以
前
よ
り
増
加
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
相
続
の
対
象
と
な

る
株
式
が
発
行
済
株
式
全
部
で
あ
る
か
発
行
済
株
式
総
数
に
占
め
る

割
合
が
高
く
、
準
共
有
者
間
で
権
利
行
使
者
が
指
定
で
き
ず
、
デ
ッ

ド
ロ
ッ
ク
に
陥
る
会
社
が
頻
出
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
準
共
有
状
態
に

あ
る
株
式
の
権
利
行
使
に
関
す
る
会
社
法
上
の
規
定
を
見
直
す
必
要

性
が
高
ま
ろ
う
。
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